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⒉ 「第二次検定のみ」の受検対象者の提出書類および受検資格（旧受検資格）
（1）受検対象者
　　以下の受検対象区分①～③のいずれかに該当する者が「第二次検定のみ」を受検できます。

	 受検対象区分①
　　「第一次検定・第二次検定」を受検し、第一次検定のみ合格した者

	 受検対象区分②
　　「第一次検定のみ」を受検して合格し、所定の実務経験（ 7 ～ 10ページ）を満たした者

	 受検対象区分③
　　技術士試験の合格者※で、所定の実務経験（ 7 ～ 10ページ）を満たした者
　　※技術士法による第二次試験（平成15年文部科学省令第36号による技術士法施行規則の一部改正前の第二

次試験合格者を含む）のうち以下の技術部門に合格した者

　　・建設部門
　　・農業部門（選択科目：農業土木、農業農村工学）
　　・林業部門（選択科目：林業、森林土木）
　　・森林部門（選択科目：林業、森林土木、林業・林産）
　　・総合技術監理部門（選択科目：農業土木、森林土木、林業、農業農村工学、林業・林産）

（2）提出書類
　受検対象区分によって提出書類が異なりますので、受検対象区分に応じた必要書類を提出してください。

	 受検対象区分①
　申込みはインターネットのみで受付けており、書面での申込みはできません。詳細については、当センター
のホームページをご確認ください。

	 受検対象区分②
　新規受検申込者の提出書類です。再受検申込みの方は21ページを参照してください。
　・Ａ票
　・Ｂ票（受検資格区分（ニ）または（ホ）で受検する方のみ）
　・C票
　・D票
　・住民票
　・証明用写真（19ページ参照）
　・振替払込受付証明書（19ページ参照）
　・専任の主任技術者として従事したことが確認できる書類（写）※1
　・ 1級造園施工管理技術検定第一次検定に合格したことを証する書類（写）
　・ 2級造園施工管理技術検定第二次検定（令和 2年度までは実地試験）に合格したことを証する書類（写）※2
　・卒業証明書※2
　・ 1級「造園」技能検定に合格したことを証する書類（写）※2
　　※ 1　受検資格区分（ニ）で受検する方のみ（27ページ参照）
　　※ 2　受検資格区分によっては提出不要（ 7 ～ 10ページ参照）

	 受検対象区分③
　新規受検申込者の提出書類です。再受検申込みの方は21ページを参照してください。
　・Ａ票
　・Ｂ票（受検資格区分（ニ）または（ホ）で受検する方のみ）
　・C票
　・D票
　・住民票
　・証明用写真（19ページ参照）
　・振替払込受付証明書（19ページ参照）
　・技術士第二次試験に合格したことを証する書類（20ページ参照）
　・専任の主任技術者として従事したことが確認できる書類（写）※1
　・ 2級造園施工管理技術検定第二次検定（令和２年度までは実地試験）に合格したことを証する書類（写）※2
　・卒業証明書※2
　・ 1級「造園」技能検定に合格したことを証する書類（写）※2
　　※ 1　受検資格区分（ニ）で受検する方のみ（27ページ参照）
　　※ 2　受検資格区分によっては提出不要（ 7 ～ 10ページ参照）
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（3）受検資格（旧受検資格）および提出書類（受検対象区分②、③の者）
　・受検資格区分（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、（ホ）のいずれかに該当していることが必要になります。

　・受検申請書類（Ａ票、Ｂ票※、Ｃ票、Ｄ票）および添付書類を提出してください。
　　（申込みに必要な書類に不足・不備があると受検できません）
　　※Ｂ票は受検資格区分（ニ）、（ホ）の方のみ必要です。

　・実務経験の内容及び年数、指導監督的実務経験、実務経験の証明等については、11～ 18ページを参照してください。

　・�指定学科、専修学校等の取り扱いについては、49ページおよび当センターホームページの「指定学科一覧」

を参照してください。

　・再受検申込者は21ページを参照してください。

　　

　

区分（イ）、（ロ）、（ハ）の受検者全員が必要な書類

　①　
　　・23～26、31ページ参照
　　
　②
　　・33～34ページ参照
　　・証明用写真を貼付（19ページ参照）

　③
　　・32ページ参照
　　・振替払込受付証明書を貼付（19ページ参照）

　④住民票
　　・　　　19ページ参照

※受検対象区分②の方は20ページ（4）を提出
　してください。

※受検対象区分③の方は20ページ（5）を提出
　してください。

票

票

票

学 歴 と 資 格
申込みに必要な書類

受検資格に応じた必要な証明書類

（イ）

（ロ）

（ハ）

受検資格区分（イ） 最終学歴卒業後の実務経験年数
受検資格区分（ロ） 2 級合格者の実務経験年数
受検資格区分（ハ） 造園技能検定合格者の実務経験年数

＊1、＊2　20ページ参照

分
区

・大学
・専門学校の「高度専門士」＊1

学校教育法による

・短期大学
・高等専門学校（5年制）
・専門学校の「専門士」＊2

学校教育法による

・高等学校
・中等教育学校（中高一貫6年）
・専修学校の専門課程

学校教育法による

その他（学歴を問わず）

2級造園施工管理技術検定
第二次検定※合格者
（※令和 2年度までは実地試験）

2 級造園施工管理
技術検定第二次検
定※合格後、実務経
験が5年未満の者
（※令和 2 年度までは
実地試験）

・高等学校
・中等教育学校
　（中高一貫6年）
・専修学校の専門課程

学校教育法による

その他（学歴を問わず）

造園施工管理に関する必要な実務経験年数
指 定 学 科 指定学科以外
卒業後　3 年以上
の実務経験年数

卒業後　4 年 6 ヵ月以上
の実務経験年数

1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。

卒業後　5 年以上
の実務経験年数

卒業後　7 年 6 ヵ月以上
の実務経験年数

1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。

卒業後　10年以上
の実務経験年数

卒業後　11年 6 ヵ月以上
の実務経験年数

1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。

15年以上の実務経験年数
1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。

合格後　 5 年以上の実務経験年数

1 年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。

（本年度該当者は令和 2年度までの合格者）

卒業後　9 年以上
の実務経験年数

卒業後　10年 6 ヵ月以上
の実務経験年数

1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。

14年以上の実務経験年数
1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。

技能検定合格者

職業能力開発促進法による１級「造園」
技能検定合格者

10年以上の実務経験年数
1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。

ただし、平成15年度までに 1級「造園」の資格を取得していた
者は、実務経験年数の記載は不要です。

卒業証明書（20ページ参照）

・卒業証明書は原本のみ

・卒業式で授与される卒業証書は不可

・卒業証明書が旧姓の方は、戸籍抄本等（原本のみ）が必要です

・高度専門士・専門士は、称号が記載された卒業証明書が必要です
　（記載が無い場合は別途証明書が必要）

・専修学校専門課程の卒業証明書には「専門課程」の記載が必要です

2級造園施工管理技術検定第二次検定（令和２年度
までは実地試験）に合格したことを証する書類（写）

2級造園施工管理技術検定第二次検定（令和２年度
までは実地試験）に合格したことを証する書類（写）

2級造園施工管理技術検定第二次検定（令和２年度
までは実地試験）に合格したことを証する書類（写）

卒業証明書（20ページ参照）
 ・卒業証明書は原本のみ
 ・卒業式で授与される卒業証書は不可
 ・卒業証明書が旧姓の方は、戸籍抄本等（原本のみ）が必要です
 ・専修学校専門課程の卒業証明書には「専門課程」の記載が必要です

1級「造園」技能検定に合格したことを証する書類（写）

※　　 の提出は不要です。票B

ご注意
・申込書類提出後の検定区分及び新・旧の受検資格区分等の変更はできません。
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該当区分の受検者全員が必要な書類
① 　　・　　（Ｂ-１）　
　・23～31ページ参照
②　
　・33～34ページ参照
　・証明用写真を貼付（19ページ参照）
③　
　・32ページ参照
　・振替払込受付証明書を貼付（19ページ参照）
④専任の主任技術者として従事したこ
とが確認できる書類の写し（27ペー
ジ⑤参照）

⑤住民票
　・19ページ参照

※受検対象区分②の方は20ページ（4）
を提出してください。

※受検対象区分③の方は20ページ（5）
を提出してください。

票 票

票

票

Ｂ-１

申込みに必要な書類
受検資格に応じた必要な証明書類

学校教育法による
・短期大学
・高等専門学校（5年制）
・専門学校の「専門士」

（ニ）

2級造園施工管理
技術検定第二次検
定※合格後、実務経
験が 3年未満の者
（※令和2年度までは実
地試験）

受検資格区分（ホ）
受検資格区分（ニ）専任の主任技術者の経験が 1年（365日）以上ある者（27ページ参照）

指導監督的実務経験が1年以上、主任技術者の資格要件成立後、専　任の監理技術者の指導のもとにおける実務経験が2年以上ある者（29ページ参照）
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その他

学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校
　（中高一貫６年）
・専修学校の専門課程

分
区 学 歴 と 資 格

2級造園施工管理技術検定第二次検定※合格者
（※令和2年度までは実地試験）

造園施工管理に関する必要な実務経験年数
指 定 学 科 指定学科以外

学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校
　（中高一貫６年）
・専修学校の専門課程

その他（学歴を問わず）

その他（学歴を問わず）

卒業後　7 年以上
の実務経験年数

卒業後　7 年以上
の実務経験年数

卒業後　8 年以上
の実務経験年数

卒業後　8 年 6 ヵ月以上
の実務経験年数

合格後 3 年以上の実務経験年数
（本年度該当者は令和 4年度までの合格者）

12年以上の実務経験年数

卒業後　（※）9 年 6ヵ月以上
の実務経験年数

13年以上の実務経験年数

卒業証明書（20ページ参照）
 ・卒業証明書は原本のみ
 ・卒業式で授与される卒業証書は不可
 ・卒業証明書が旧姓の方は、戸籍抄本等（原本のみ）が必要です
 ・高度専門士・専門士は、称号が記載された卒業証明書が必要です
　 （記載がない場合は別途証明書が必要）
 ・専修学校専門課程の卒業証明書には「専門課程」の記載が必要です

卒業証明書（20ページ参照）
 ・卒業証明書は原本のみ
 ・卒業式で授与される卒業証書は不可
 ・卒業証明書が旧姓の方は、戸籍抄本等（原本のみ）が必要です
 ・専修学校専門課程の卒業証明書には「専門課程」の記載が必要です

2級造園施工管理技術検定第二次検定（令和２年度まで
は実地試験）に合格したことを証する書類（写）

2級造園施工管理技術検定第二次検定（令和２年度まで
は実地試験）に合格したことを証する書類（写）

2級造園施工管理技術検定第二次検定（令和２年度まで
は実地試験）に合格したことを証する書類（写）

① 　　・　　（Ｂ-2 ）　
　・23～31ページ参照
②　
　・33～34ページ参照
　・証明用写真を貼付（19ページ参照）
③　
　・32ページ参照
　・振替払込受付証明書を貼付（19ページ参照）
④住民票
　・19ページ参照

※受検対象区分②の方は20ページ（4）を
提出してください。

※受検対象区分③の方は20ページ（5）を
提出してください。

票 票

票

票

　

（ホ）

学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校（中高一貫6年）
・専修学校の専門課程

2級造園施工管理技術検定
第二次検定※合格者
（※令和2年度までは実地試験）

※ 2級合格後、以下の両方を含む 3年以上の実務経験年数を有
している者

・指導監督的実務経験年数を1年以上
・専任の監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術
者の指導を受けた 2年以上の実務経験年数

（本年度該当者は令和 4年度までの合格者）
合格後 3 年以上の実務経験年数

※左記学校の指定学科を卒業後、以下の両方を含む8年以上の
実務経験年数を有している者

・指導監督的実務経験年数を 1年以上
・５年以上の実務経験の後に専任の監理技術者の配置が必要な
工事において、監理技術者の指導を受けた２年以上の実務経験
年数

指定学科を卒業後 8 年以上の実務経験年数
卒業証明書（20ページ参照）
 ・卒業証明書は原本のみ
 ・卒業式で授与される卒業証書は不可
 ・卒業証明書が旧姓の方は、戸籍抄本等（原本のみ）が必要です
 ・専修学校専門課程の卒業証明書には「専門課程」の記載が必要です

2級造園施工管理技術検定第二次検定（令和２年度まで
は実地試験）に合格したことを証する書類（写）
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上

（※）職業能力開発促進法による 2級「造園」技能検定合格者に限ります。（合格証書の写しが必要です）2級「造園」技能検定の資格を取得してい　ない場合は11年以上の実務経験年数が必要です。
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